
 

 

山口県萩市中心市街地における医療法人の取り組みと立地特性 

－木造民家を活用した通所介護施設と介護予防・生活支援サービスの一体的整備運営 その 1－ 

 

医療法人 通所介護施設 運営方式 

事業概要 施設立地  

 

１． はじめに 

日本の総務省が公表した 2017 年度の人口動態調査によ

れば、日本の人口は 39 万 4332 人減少し、総人口は約 127

百万人、65 歳以上の高齢化率は 27.7％まで達している。

今後も高齢化率の上昇や、核家族化による独居高齢者の

増加が推測されることから、高齢者の生活をいかに支え

ていくかが大きな課題となっている。こうした状況の中

で、厚生労働省は団塊世代が 75 歳以上となる 2025 年を

目途に住み慣れた地域で最期まで住み続けることができ

るよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的

に提供される「地域包括ケアシステム」の構築を推進し

ている。しかし、地域包括ケアシステムは地域の置かれ

た状況や社会資源に大きく依存し、構築手法も各自治体

に委ねられているため、多くの自治体で未完成の状態に

ある。特に医療と介護の連携は業務分担や責任の所在が

不明確等課題も多い。地域包括ケアシステム構築のきっ

かけは介護と医療の連携の重要性の認識である点からも注

1）、これらの連携を図ることは重要と考えられる。その中

で、医療法人による高齢者福祉施設整備・運営は病院と

の連携が容易であり、医療と介護の連携が取りやすい利

点を持つ。そのため、医療法人による高齢者福祉施設整

備・運営に着目した研究は地域包括ケアシステムの構築

手法を検討する際の一助になると考えられる。 

既往研究としては、地域包括ケアシステムに関して保

健医療分野を中心に多職種の連携の課題について述べた

研究１）等多くの研究蓄積があり、建築計画の分野でも日

常生活圏域の妥当性について検討した研究２，３）等の蓄積

がみられる。また、医療法人による高齢者福祉施設整

備・運営に関してグループホーでの看取り時の医療と介

護の連携についての研究４）が見られるが、地域包括ケア

システムの構築の観点からみた医療法人による高齢者福

祉施設整備・運営に関する研究はほとんどみられない。 

そこで、本論では山口県萩市において高齢者通所介護

施設に加えて、介護予防や生活支援サービスも提供する

等多様なサービスを提供する医療法人社団田町診療所を

対象に、事業概要を整理し、施設の整備プロセス及び立

地特性を明らかにすることを目的とする。 

 

２．研究方法 
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図 1 通所介護施設数の推移 図 2 定員別施設の供給動向 

 

第 1 に、山口県における高齢者福祉施設整備における

医療法人の参入動向を把握するため、WEB サイト:山口県

保険情報総合ガイド/サービス事業所データベース(山口

県長寿社会課)から 2018 年までの医療法人運営の施設デ

ータベースを作成した。 

第 2 に、医療法人社団田町診療所に対し、事業概要及

び施設の整備プロセスに関するヒアリング調査を行った。

調査時期は 2017年 8月である。 

第 3 に、運営施設周辺の実測調査を行い、施設の配置

図を作成した。調査時期は 2018年 12 月である。 

 

３．山口県の高齢者福祉施設における医療法人の参入 

3.1 通所介護施設の供給量 

 医療法人運営の通所介護施設数の推移を図 1 に示す。

大半の施設は 2000 年の介護保険制度導入を期に整備され、

2005 年には 13 施設であった。その後、2005-2010 年で 16

施設、2010-2015 年で 18 施設が整備され、2015 年には 47

施設に達した。2015 年以降はさらに施設整備が進み、3

年間で 35 施設と急激に施設整備が進められ、2018 年には

82施設まで増加している。 

 次に、医療法人運営の施設定員別の整備施設数を図 2

に示す。2000-2004 年は定員 30 人以上の大規模施設が半

数を占めていたが、2005-2010 年は定員 18 名以下の小規

模施設が 6 割程度を占めている。これは 2006 年の法改正

による地域密着型サービスの開始が影響していると考え

られる。2010-2014 年はどの規模も同様に整備が進められ

ている。2015 年以降は 8 割近くが小規模施設である点が

特徴であり、営利法人と同様小規模施設を中心に施設整 
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表 1 介護事業運営方式 

施設数 法人数

NH＋(GH）＋DS 1 2

NH＋老健・療養＋（GH）＋DS 1 2

合計 2 4

主体構成比（%） 2.4 8.3

老健＋（GH）＋DS 1

療養＋（GH）＋DS 1 2

老健＋療養＋（GH）＋DS 3 14

合計 4 17

主体構成比（%） 4.9 35.4

GH＋DS 18 6

合計 18 6

主体構成比（%） 22.0 12.5

DS 58 21

合計 58 21

主体構成比（%） 70.7 43.8

82 48

注4）GH（Group Home）併設型はグループホームに併設する施設
を示す。

注3）療養・老健併設型は療養介護施設・老人保健施設に併設す
る施設を示す。

注2）NH（Nurcing Home）併設型は短期入所生活介護に併設する
施設を示す。

注1）表中の数値は、施設数（運営法人数）を示す。

総計

NH
併設型

運営
方式

GH
併設型

療養
・老健
併設型

DS
単独型

 

 

備が進められていることが伺える。 

3.2 医療法人の介護事業運営方式 

 医療法人運営の通所介護施設の介護事業運営方式を表 1

に示す。介護事業運営方式は大きく短期入所生活介護施

設に併設する NH 併設型、看護・医学的管理下での介護等

の必要な医療を目的とした療養介護施設又は老人保健施

設に併設する療養・老健併設型、グループホームに併設

する GH 併設型、通所介護単独施設である DS 併設型の 4

タイプに分類することができる注 2）。DS 単独型が施設数、

法人数ともに最も多く、特に施設数は 7 割を占める。次

いで、施設数としては GH 併設型が 2 割以上を占め多いの

に対し、法人数としては療養・老健併設型が 35％と多い

ことから、療養・老健併設型の施設整備に加えて別敷地

に GH 併設型の施設を整備した事例が多いことが考えられ

る。また、療養・老健併設型の中でも老健+療養+(GH)+DS

が 14 法人と多いことから、療養介護施設と老人保健施設

どちらも運営する法人が多いことが分かる。 

 以上より、施設数は DS 単独型の施設が 7 割と多く、法

人数も DS 単独型の施設のみの運営が 4 割程度を占め最も

多いが、療養介護施設や老人保健施設等入所系施設を中

心に複数施設を運営している法人も半数近くと多いこと

が分かる。 

 

４．医療法人社団田町診療所の事業概要と施設立地特性 

4.1 事業創設の経緯 

 田町診療所の事業概要を表 2 に示す。診療所を 1989年 

表 2 田町診療所の事業概要 

事業名 開始時期 活動場所 実施日 対象者

整形外科 1989.9 田町診療所
月～土
(水・土は午前のみ)

一般

通所介護 2005.7 暖家 月～土 要介護

居宅介護支援 2005.9 暖家 月～金 要支援・要介護

通所リハビリ
テーション

2009.6 田町診療所
月～土
(水・土は午前のみ)

要支援・要介護

訪問リハビリ
テーション

2009.6 田町診療所
月～土
(水・土は午前のみ)

要介護

認知症対応型
通所介護

2012.4 四縁 月～土 要介護(認知症)

短時間型
デイサービス

2016.4 美手 月・火・木・金 事業対象者・要支援

体・心・食サロン 2016.12 美手 土 一般

オレンジカフェ
(認知症カフェ)

2016.12 美手 第3日 一般・認知症
 

 

 

図 3 位置図 

 
江戸時代街区 1887年(M20)の街区 

:武士凡例 :町人

 

  
＊萩市役所所蔵の古地図 

1900年以降の街区 現在の街区 

 
＊萩市役所所蔵の古地図に加筆 

5 10 N15m0  

図 4 施設が立地する街路の変遷 
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図 4 3施設の配置図  

写真 1 暖家 

写真 2 四縁 

写真 3 美手 

写真 4 庭 

写真 5 茶室 
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9 月に始め、その際に医療法人社団を設立している。2000

年の介護保険制度導入後、診療所において介護保険に該

当する患者が増加したのを期に受け入れられる施設を設

立しようと考えた。開設費用の問題から既存建物の活用

を考え、広い機能訓練室等の条件から診療所近くの商店

の活用した通所介護施設「デイサービスセンター暖家」

を 2005 年 7 月に整備した。2 ヶ月後に通所介護施設の運

営を円滑化するため、暖家にて居宅介護支援事業所も開

始した。2009 年 6 月には介護保険制度の改正により病院

内のリハビリ室を利用した短時間の通所リハビリが可能

になったのを期に診療所内で通所リハビリテーションを

開設した。同時期に萩市内で訪問リハビリを提供する事

業所が少なく、需要があると考えたため、訪問リハビリ

テーションも開始している。 

 2012 年 4 月には萩市内で認知症対応型の通所介護施設

がなかったため、「デイサービスセンター四縁」を開設し

た。暖家同様既存の建築活用を考え、偶然暖家近くに空

き家があったため、そこを活用することになった。2016

年には地域交流拠点の整備を考え、「美手」を開設した。

美手開設を期に今まで暖家で週 2 日行っていた介護予防

を美手に移行するとともに、2015 年の介護保険制度改正

による介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴い、

要支援の利用者も美手に移行し、営業日を週 4 日に増や

している。その後、一般の方を対象とした体・心・食サ

ロンや認知症を学ぶ場としてオレンジカフェを開始した。 

 以上のように、もともと医療から介護まで一貫したケ

アを行いたいという気持ちが強かったことから通所介護

施設から施設整備を始め、介護保険制度の改正を期に介

護予防や生活支援サービスを含めた事業を開始している。 

4.2 3施設の立地場所 

 施設の位置図を図 3、施設が立地する街路の変遷を図 4

に示す注３）。施設は萩市の中心市街地である三角州に位置

し、診療所と施設間は 200m 程度と近く、徒歩 2、3 分で

行き来することができる。また、この地域は江戸時代の

萩城の城下町であり、町人と武士が混同して居住してい

た。明治時代では敷地が細長い形で分割され、その後も

さらに細かく分割され敷地境界線は変動してきたが、3 施

設が立地する敷地は南側の敷地が 2 分割されたのみで、

ほとんど変動していないことが分かる。江戸時代と現在

の街区を比較すると北側は町人、南側は武士が居住して

いた敷地が現在 1 つになった特殊な敷地であることが分

かる。 

 次に施設配置図を図 5 に示す。暖家、美手は町屋、四

縁は武家屋敷を活用した施設である。四縁に向かい合う

ようにして茶室があるが、現在は使用されていない。ま

た、以前は敷地の中央に蔵があったが、2017 年に取り壊

されている。暖家、美手の南側の庭には畑が整備され、

職員が利用者と一緒に種植えや収穫作業を行い、施設の

昼食の食材として使用されている。普段は職員が主に世

話をしているが、3 施設の利用者の憩いの場としても機能

している。その他にも多くの木や植物があり、施設から

緑の景色を楽しむことができる。 

 

５．まとめ 

１）医療法人は近年小規模な通所介護施設を中心に施設

整備が進められ、通所介護単独の施設のみを運営する

法人も 4 割程度を占める。一方、療養介護施設や老人

保健施設を運営する法人も 3 割以上と多い。 

２）田町診療所の職員は医療から介護まで一貫したケア

を行いたい気持ちが強かったことから、通所介護施設

整備から始めた。その後、制度改正を期に需要に沿う

形で通所・訪問リハビリテーション、認知症対応型デ

イサービス、介護予防さらには体・心・食サロン、オ

レンジカフェ等様々な事業を展開している。 

３）通所介護施設は広い機能訓練室等の条件から診療所

近くの商店を活用した施設を整備したが、近隣に空き

家があったことも施設整備を進める一因になったと考

えられる。3 施設整備した結果、敷地は一つになり広い

庭も確保することができている。庭には畑や多くの植

物があり、施設から緑を楽しむことができる利用者の

憩いの場としても機能している。 

 

注釈 

1）地域包括ケアシステムは広島県の公立みつぎ総合病院の医院長で

ある山口昇氏が考案した病院を核とした医療と介護の連携システ

ム(尾道方式)がモデルであるといわれている。 

2）本論では訪問介護。居宅介護事業所等の事業所のみの事業は対象

外とする。 

3）街路の変遷図で 1900年以降の古地図は年代が不明である。 
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